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LETTER 　2021年11月号のニュースレターをお届けします。

　掲載内容に関してご不明な点等があれば、当事務所

までお問い合わせください。

サリーレグループ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【サリーレ群馬税理士法人】  　TEL：027-223-8160（代）／FAX：027-223-1910      
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2026年2月号のニュースレターをお届けします。
掲載内容に関してご不明な点等があれば
当事務所までお問い合わせください。
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◆辞めたフリはもってのほか　役員退職金税務のコツ
◆2026年1月1日施行「取適法」　中小企業も注意と対応が必要です
◆令和7年度補正予算「小規模事業者持続化給付金（通常枠）」
◆2026年4月スタート　在職老齢年金制度 改正
◆「キャリアアップ助成金」を活用して従業員を正社員転換しませんか？
◆介護離職を防止するために 重要となる情報提供
◆令和8年度の都道府県単位保険料率 群馬県含む40都道府県で引き下げ
◆M&A譲渡し情報
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（2026年１月版）

65万円を超えても、 実際に支給される年金額と賃金の合計額はなだらかに増加する

仕組みであり、手取り収入が減少することはありません。

2026年３月まで

老齢厚生年金が全額受給できるようになります

2026年４月から

賃金 4６万円
（ボーナスを含む年収の12分の１）

本来の老齢厚生年金

10万円
老齢基礎年金

新基準額 65万円

基準を超えた
5万円の半額
2万5千円が
支給停止

賃金 4６万円
（ボーナスを含む年収の12分の１）

老齢厚生年金

７万５千円
老齢基礎年金

停

止

基準額 5１万円

厚生労働省

在職老齢年金制度
の見直しについて

裏面もご覧ください

※１ 老齢基礎年金は減額されません。

※２ 基準額とは賃金と老齢厚生年金を合わせた金額です。上記の金額は毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。

より多くの収入を得られるようになります!

2026年４月から2026年３月まで

5１万円/月

年金の減額を意識せず

働く方の年金が減額
※１

になる基準額
※２

が変わります

65万円/月

２０２６年４月スタート

働きながら年金を受給する皆さま
在職老齢年金制度が改正されます

例 賃金月46万円、老齢厚生年金の受給額が月10万円の場合のイメージ

さらに賃金が
9万円増えても
年金の減額なし

厚生労働省

在職老齢年金制度
の見直しについて
（YouTube)
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都道府県労働局・ハローワーク

「キャリアアップ助成金」を活用して

従業員を正社員転換しませんか？

事業主のみなさまへ

キャリアアップ助成金の「正社員化コース」とは？

有 期 雇 用 労 働 者 等 ※ を 正 規 雇 用 労 働 者 に 正 社 員 転 換 し た

場合に、事業主に対して助成を行う制度です。

※有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む、いわゆる「非正規雇用労働者」を指します。

助成金の金額 正社員化コースの１人当たりの助成額は以下のとおりです。

キャリアアップ助成金について

受給条件の詳細等については裏面へ

LL071121 No.17

正社員化前雇用形態

企業規模

有期雇用労働者 無期雇用労働者

重点支援
対象者
（※）

中小企業 80万円（ 4 0万円×２期） 40万円（ 2 0万円×２期）

大企業 60万円（ 3 0万円×２期） 30万円（ 1 5万円×２期）

上記以外
中小企業 40万円（ 4 0万円×１期） ２0万円（ 2 0万円×１期）

大企業 30万円（ 3 0万円×１期） 15万円（ 1 5万円×１期）

※ 重点支援対象者とは、a~cのいずれかに該当する者
a：雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b：雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者

①過去５年間に正規雇用労働者であった期間が合計１年以下
②過去１年間に正規雇用労働者として雇用されていない

c：派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
※ 雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします
※ 新規学卒者で雇い入れから一定期間経過していない者については支給対象外です

正社員化前雇用形態

対象者・企業規模

年間約10万人

が正社員化！

助成金の加算額

措置内容 加算額

①
正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等
した場合（１事業所当たり１回のみ）

20万円（大企業15万円）

②
多様な正社員制度（※）を新たに規定し、当該雇用区分
に転換等した場合（１事業所当たり１回のみ）
※ 勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか１つ以上の制度

40万円（大企業30万円）

正社員化コース１事業所当たりの加算額は以下のとおりです。 ※１事業所当たり１回のみ
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キャリアアップ助成金の申請方法や助成額など制度の詳細は、

都道府県労働局または最寄りのハローワークまでお問い合わせください。

正社員化後６か月の定着

都道府県労働局・ハローワーク

➀キャリアアップ計画

正規雇用労働者に転換する前日まで

に「キャリアアップ計画※」を作成・

提出していること。

※キャリアアップ計画は、労働者のキャリア

アップに向けた取り組みを計画的に進めるた

めの、今後の大まかなイメージを記載した計

画です。

助成金の受給条件

助成金の受給には以下の３つの条件を満たす必要があります。

②制度の規則化

正規雇用労働者に転換する制度を

就業規則などに規定していること。

③正社員転換

転換後６か月間の賃金を、転換前

６か月間の賃金より３%以上増額

させていること。

正社員転換
申請期間
①

非正規雇用労働者
として雇用

申請期間
②

正社員として６か月雇用 更に６か月雇用（重点支援対象者の場合）

重点支援対象者については
2期目の申請が可能です！

同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労

働者。ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が転換時点で適用

されている者に限る。

※支給対象期間中に実施が予定されている「賞与」「昇給」等が適用されていない場合、正規雇用

労働者の要件を満たさず、支給対象とならない場合があります。

また、キャリアアップ助成金上の正規雇用労働者の定義は以下になります。

正規雇用労働者の定義

正社員転換から受給までの流れ

キャリアアッ

プ計画の作

成・提出

就業規則等

の改定

（転換規定が

ない場合等）

就業規則等に

基づく

正社員転換

正社員転換後

６か月分の

賃金の支払い

支給申請

(取組後６か月の賃

金を支払った日の

翌日から起算して

２か月以内)

LL071121 No.17
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1月号 / 2026労務管理情報  　会話で学ぶ人事労務管理の勘所

介護離職を防止するために
重要となる情報提供
このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、
社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

総務部長

何かやらなければいけないという記憶はありますが、もう一度教えてください。

わかりました。介護離職を防止するために、2つの事項がスタートしました。一つ目が介護
に直面した旨を申し出た従業員に対して、介護休業制度等の内容を周知し、取得するか
否かの意向を確認することです。二つ目が介護に直面する前の早い段階の従業員（以下、
「40歳の従業員」という）に介護休業制度等の情報を提供することです。

思い出しました。一つ目については、相談があれば総務に申し出るように従業員に伝えて
います。40歳の従業員への情報提供については、まだ対応できていません。

現実に40歳の従業員はいらっしゃいますか？

はい。①を選ぶときには、2026年3月31日までに対象となる従業員に対して情報提供を
行う必要があります。また、40歳に限定せず、毎年40歳以上の従業員やより広い全従業
員を対象にして情報提供を行うことも一案です。

なるほど、今後、仕事と介護の両立は大きな課題になるでしょうから、毎年1回の定例業
務として組み入れてもよいかもしれませんね。

そうですね。情報提供の方法については、面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれ
かとされています。情報提供を行うための資料については、厚生労働省のホームページに
支援ツールが掲載されており、こちらを参考にできると思います。

2025年4月と10月の2回に分けて改正育児・介護休業法が施行されました。2025年4月に
施行された改正事項に、介護離職防止のための個別周知等がありましたが、覚えていますか？

2025年4月に施行された改正育児・介護休業法には、介護離職防止のための取組みがあり、
従業員が40歳というタイミングで介護休業制度等の情報提供を行う必要がある。

確か2名いました。早めの対応が必要ですね。

そうですね。①40歳に達する日（誕生日前日）の属する年度、または、②40歳に達する日の
翌日（誕生日）から1年間、のいずれかに介護休業制度等の情報提供を行う必要があります。

年度か誕生日から1年間のどちらかということですね。各人で管理するより、年度の方が
分かりやすそうですね。例えば2026年2月に、今年度に40歳になった、または40歳にな
る従業員に対して情報提供を行えばよいということですね。

社労士

ONE 
POINT

社会保険労務士法人ローム
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協会けんぽ（全国健康保険協会）から、令和 8年 1月 29日開催の「第 140回 全

国健康保険協会運営委員会」の資料が公表されました。 

今回の運営委員会では、「令和 8年度都道府県単位保険料率について（案）、「令和

8年度介護保険の保険料率について」、「令和 8年度子ども・子育て支援金率につい

て」などが提示されました。 

そのポイントは次のとおりです。 

●都道府県単位保険料率は、40都道府県（群馬県含む）で引き下げ（残りの7県につ

いては据置き＊）。 

全国平均は「9.9％」（これまでは 10％）。 

＊青森、秋田、山形、栃木、神奈川、島根、沖縄の7県については、本来は引き上げと

なるところ、特例措置で据置き。 

●全国一律の介護保険料率は、1.59%から「1.62%」に引き上げ。 

●全国一律の子ども・子育て支援金率は、「0.23％」と規定。 

●都道府県単位保険料率・介護保険料率は、令和8年3月分（4月納付分）から適

用。 

〈補足〉任意継続被保険者については4月分（同月納付分）から適用。 

●子ども・子育て支援金率は、令和8年4月分（5月納付分）から適用。 

たとえば、東京都における協会けんぽの保険料率は、次のようにトータルでは引き上

げとなります（この率による保険料を労使で折半負担）。 

改定前 ①都道府県単位保険料率9.91％、②介護保険料率 1.59% 

・介護保険第2号被保険者以外の方は9.91％（①のみ） 

・介護保険第2号被保険者の方は 11.5％（①＋②） 

改定後 ①都道府県単位保険料率9.85％、②介護保険料率 1.62%、③子ども・子育

て支援金率0.23％ 

・介護保険第2号被保険者以外の方は 10.08％（①＋③） 

・介護保険第2号被保険者の方は 11.7％（①＋③＋②） 

注．③の追加は、1か月遅れ。 

令和8年度の都道府県単位保険料率  

40都道府県（群馬県含む）で引き下げの模様 介護保険料率、 

子ども・子育て支援金率も提示（協会けんぽ） 




